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市
長
が
考
え
る
地
域
主
権
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。　
　

　
　

地
域
主
権
と
は
、「
地
方
に

と
っ
て
必
要
な
権
限
と
財
源
を
移

譲
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
地
方
に

あ
る
資
源
を
生
か
し
な
が
ら
、
自

ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
、
市

民
と
自
治
体
が
一
体
と
な
っ
て
地

域
を
つ
く
る
。」
と
い
う
こ
と
に

尽
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　

地
域
主
権
が
進
む
と
地
方
自

治
体
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。　
　
　

　
　

地
域
主
権
の
中
核
は
、
住
民

自
ら
が
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て

地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

「
住
民
自
治
」
で
あ
り
、
住
民
と

行
政
が
互
い
に
信
頼
で
き
る
関
係

を
つ
く
り
、
さ
ら
に
は
「
ど
う
い

う
ま
ち
に
し
た
い
か
、
そ
の
た
め

に
は
何
を
す
べ
き
か
。」
と
い
う

視
点
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

こ
れ
を
実
現
す
る
に
は
、
自
治

体
運
営
に
地
域
住
民
の
意
思
を
広

く
反
映
さ
せ
る
こ
と
や
行
政
情
報

を
わ
か
り
や
す
く
提
供
す
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
市
政
懇
談
会
と
同
様
に

市
職
員
が
ま
ち
に
出
向
き
、
市
民

と
の
意
思
疎
通
を
図
っ
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 　

　

平
成
21
年
度
の
決
算
概
要
に

お
い
て
、
単
年
度
の
実
質
公
債
費

比
率
を
17
パ
ー
セ
ン
ト
に
改
善
し

た
努
力
を
高
く
評
価
す
る
。
さ
ら

に
こ
れ
を
推
し
進
め
る
た
め
、
各

部
局
が
ア
ン
テ
ナ
を
高
く
し
、
有

利
な
制
度
を
見
つ
け
て
財
源
を
確

保
す
る
必
要
が
あ
る
。
市
長
は
、

職
員
に
対
し
ど
の
よ
う
な
工
夫
や

努
力
を
求
め
る
の
か
を
問
う
。

　
　

財
政
の
健
全
化
を
進
め
る
上

で
、
国
・
県
及
び
そ
の
外
郭
団
体

の
補
助
・
支
援
制
度
を
正
確
に
把

握
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
を
利
活
用
す
る
た
め
、
市
長

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
職
員
に
は
、

日
常
的
に
国
や
県
に
足
を
運
び
、

情
報
の
収
集
や
人
的
な
つ
な
が
り

を
強
化
す
る
よ
う
指
示
し
、
必
要

な
予
算
の
確
保
に
努
め
て
い
く
。

　
　

県
で
は
、
教
育
基
本
法
、
学

習
指
導
要
領
に
基
づ
く
教
育
基
本

計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
本
市
に

そ
れ
ら
の
計
画
は
な
い
が
、
生
ま

れ
た
子
ど
も
が
18
歳
に
な
る
ま
で
、

教
育
的
側
面
は
こ
の
よ
う
な
計
画

で
行
う
こ
と
を
構
想
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

市
教
委
が
策
定
し
て
い
る
７

つ
の
柱
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
構

想
が
具
現
化
す
る
と
考
え
て
い
る
。 　

　

今
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
戸
別

所
得
補
償
制
度
（
米
戸
別
所
得
補

償
モ
デ
ル
事
業
・
水
田
利
活
用
自

給
率
向
上
事
業
）
の
取
組
状
況
と

農
家
の
受
け
と
め
方
に
つ
い
て
伺

う
。　
　
　
　
　
　

　
　

制
度
へ
の
申
請
件
数
が
249
件

で
加
入
率
が
10
・
２
パ
ー
セ
ン
ト
、

米
戸
別
所
得
補
償
モ
デ
ル
事
業
が

８
・
２
パ
ー
セ
ン
ト
、
水
田
利
活

用
自
給
率
向
上
事
業
が
８
・
６
パ

ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

農
家
は
お
お
む
ね
好
意
的
で
あ
り
、

長
期
的
な
視
点
か
ら
制
度
の
安
定

的
な
継
続
を
望
む
声
が
多
い
。

　
　

表
郷
幼
稚
園
の
整
備
に
関
す

る
検
討
委
員
会
の
設
置
と
こ
れ
ま

で
の
委
員
会
で
の
協
議
の
状
況
に

つ
い
て
伺
う
。　
　
　
　
　
　
　

　
　

検
討
委
員
会
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
幼
・
保
・
小
・
中
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
関
係
者
や
地
域
協
議
会
関
係
者

等
11
名
の
委
員
で
構
成
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
２
回
の
委
員
会
を
開
催

し
、
移
転
候
補
地
に
つ
い
て
の
意

見
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第

３
回
目
の
委
員
会
を
９
月
27
日
に

開
催
し
、
候
補
地
の
現
地
調
査
を

行
う
予
定
で
あ
る
。

　
　

高
齢
者
不
明
問
題
を
伺
う
。

　
　

安
否
確
認
は
、
お
元
気
コ
ー

ル
や
、
あ
っ
た
か
訪
問
で
確
認
と

支
援
に
努
め
、
100
歳
以
上
の
高
齢

者
で
は
14
人
全
員
確
認
済
で
す
。

100
歳
未
満
で
は
70
歳
以
上
の
一
人

暮
ら
し
と
高
齢
者
世
帯
を
訪
問
し
、

調
査
を
進
め
て
い
く
。

　
　

児
童
虐
待
の
実
態
と
対
応
は
。

　
　

現
時
点
で
の
相
談
は
１
件
で
、

実
態
は
認
め
ら
れ
な
い
。幼
稚
園
・

保
育
所
・
学
校
・
民
生
児
童
委
員

や
町
内
会
等
に
情
報
提
供
を
願
い
、

市
民
や
関
係
機
関
等
と
連
携
し
た

防
止
に
取
り
組
む
。
子
育
て
不
安

解
消
の
各
種
相
談
事
業
の
周
知
と
、

子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
準

備
を
進
め
て
い
る
。

　
　

子
宮
頸
が
ん
対
策
を
伺
う
。

　
　

ワ
ク
チ
ン
は
厚
労
省
の
平
成

23
年
度
予
算
の
動
向
を
注
視
し
、

接
種
費
用
の
助
成
に
努
め
、
乳
が

ん
、
子
宮
頸
が
ん
検
診
の
無
料
ク

ー
ポ
ン
券
は
、
来
年
度
も
継
続
を

考
え
て
い
る
。

　
　

う
つ
病
と
自
殺
対
策
を
伺
う
。

　
　

健
康
増
進
課
に
「
心
の
健
康

相
談
」
窓
口
を
設
置
し
、
相
談
体

制
を
整
備
。
自
殺
は
周
囲
の
「
気

づ
き
」
が
重
要
で
、
情
報
を
周
知

し
、
自
殺
対
策
に
取
り
組
む
。
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